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砺波市農業委員会１０月総会議事録 

 

 

開催日時　　令和７年１０月７日（火）午後２時 

 

開催場所　　砺波市役所　３階　小ホール 

 

出席した委員　２６名 

１番　　西原　登 

２番　　堀田　敬三 

３番　　吉田　一馬 

５番　　林　政樹 

６番　　前野　久 

８番　　鴨井　克之 

９番　　川邉　洋 

１０番　　舘　和香子 

１１番　　樋掛　雅彦 

１２番　　田嶋　和樹 

１３番　　森田　修 

１４番　　松浦　正一 

１５番　　飯田　輝一 

１６番　　飯田　真紀 

１７番　　亀永　理恵 

１９番　　中村　栄克 

２０番　　滿保　雅春 

２１番　　今井　久人 

２２番　　松原　光雄 

２３番　　黒田　英嗣 

２４番　　山本　渉 

２５番　　小幡　直也 

２６番　　源通　一郎 

２７番　　齋藤　徹 

２８番　　片山　雅喜 

２９番　　水野　□津子 

 

欠席した委員　３名 

４番　　柴田　泰利　　　　　　　　　　１８番　　土田　英雄 

７番　　石田　智久 

 

傍聴人 

なし 

 

出席した事務局職員　３名 

事務局長　　　　小西　啓介　　主幹　　横山　匡英　　主任　　深尾　芽生 

農業振興課　　　１名 

農地調整係　　主任　　平塚　伸治 
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付議案件 

 

議事 

１）議案第２３号　　農地法第３条の規定による所有権移転許可について 

２）議案第２４号　　農地法第５条第１項の規定による所有権移転転用許可申請 

に対し意見決定について 

３）議案第２５号　　相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

 

報告 

１）報告第１号　　　農地法第１８条第６項の規定による通知の報告について 

２）報告第２号　　　農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

　 

その他 
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（開会１４:００） 

 

事 務 局　　　定刻となりましたので、ただ今から「令和７年度・砺波市農業委員会 

１０月総会」を開会いたします。 

会議に先立ちまして、川邉会長が開会のご挨拶を申し上げます。 

 

会　　長　　　ご苦労様です。お忙しい中出席いただきありがとうございます。 

さて、７月にみなさまに手伝っていただき耕作放棄地解消のためのひま

わりの作付けを行いました。残念ながら天候等の影響からあまりうまく咲

きませんでしたが、作付け後の片付けとして草刈りや整地を行い所有者の

方へ返還しましたことをご報告いたします。 

また、本日の総会終了後に若干の時間を設けて、各地区での地域計画の

ブラッシュアップのための話し合いについて、協議したいと思います。農

協の各支店ごとに集まって日程や進め方をお話ししたいと思いますので

ご協力お願いします。 

簡単ではありますがご挨拶とさせていただきます。本日はよろしくお願

いいたします。 

 

事 務 局　　　ありがとうございました。 

ここで、ご報告させていただきます。本日は、在任委員２９名中２６名

の出席をいただいております。従いまして、「農業委員会等に関する法律

第２７条第３項」の規定により、本日の総会が成立していることをご報告

させていただきます。 

　　　　　　　この後の進行につきましては、お手元の総会次第に従いまして進めさせ

ていただきます。なお、「会議規則第５条の規定」により、総会の議長は、

会長が務めることになっておりますので、川邉会長に議長をお願いしたい

と存じます。それでは、よろしくお願いいたします。 

 

議　　長　　　それでは、議事に入ります前に、私から議事録署名委員を指名させて 

いただいてもよろしいでしょうか。 

 

委　　員　　（「異議なし」の声あり） 

 

議　　長　　　それでは、議席番号１番　西原　登委員・ 議席番号２番　堀田　敬三 

委員にお願いいたします。 

それでは、議事に入ります。「議案第２３号　農地法第３条の規定によ

る所有権移転許可について」事務局より説明願います。 
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事 務 局　　　議案書の１ページをお願いします。 

今月の案件は、３件でございます。 

 

（議案書全件朗読） 

 

番号１は、譲受人の祖父である譲渡人の農地を引き継ぎ、今後農業経営

を行うため、譲り受けます。 

番号２は、移住のため購入した空き家とあわせて譲り受け、畑として利

用します。 

番号３は、自宅に近い申請地を譲り受け、畑として利用します。 

譲受人は、農地法第３条第２項各号に掲げられている「効率的な利用」

「農業機械の所有状況」「常時従事者」「地域との調和」のすべての許可

条件を満たしています。 

以上でございます。ご審議をお願いいたします。 

 

議　　長　　　ただ今、事務局より説明のありました「議案第２３号」につきまして、

ご質問等がありましたら挙手願います。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　堀田委員、どうぞ。 

 

堀田委員　　　２番について、元は地元に居住してた譲渡人が近年引っ越しされ、住居

が空き家となっていましたが、市外の方が購入され転居してくることとな

りました。その際、住居の近くに譲渡人が畑として利用していた農地があ

り、譲受人が引き継いで畑として利用したいということであわせて所有権

移転することで合意されたものです。ご承認よろしくお願いします。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　吉田委員、どうぞ。 

 

吉田委員　　　３番について、申請地は従来から畑として利用されており、昨年からは

近くに居住する譲受人が家庭菜園として利用しています。譲渡人は高齢で

今後農地の耕作や管理等を行える見込みがなく、譲受人が引き続き家庭菜

園として活用していく見込みであることから、この際譲渡の話がまとまっ

たものです。ご承認よろしくお願いします。 
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川邉委員　　　１番について、譲渡人が高齢になり農地の引き継ぎについて考えていた 
（議長）　　ところ、孫である譲受人が今後農業に携わりたいという希望があったため、

生前贈与することで話がまとまりました。ご承認よろしくお願いします。 

 

議　　長　　　他にご質問等はございませんか。 

ご質問等がないようですので、採決を行います。 

ただ今の「議案第２３号」につきまして、賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議　　長　　　全員挙手につき、本件は原案どおり可決いたします。 

続きまして、「議案第２４号　農地法第５条第１項の規定による所有権

移転転用許可申請に対し意見決定について」事務局より説明願います。 

 

事 務 局　　　議案書の２ページから３ページをお願いします。 

今月の案件は、３件でございます。 

 

（議案書番号１朗読） 

 

別添資料の１ページから５ページまでと併せてご覧ください。 

申請地は公共施設整備済区域内にあり、農地区分は「第２種」になります。

農地転用の許可基準は、「代替可能性勘案の必要なし」に該当します。申請

者は、不動産業等を営んでおり、生活及び交通の利便性が高い申請地におい

て、注文分譲住宅地を計画しています。 

 

（議案書番号２朗読） 

 

別添資料の６ページから１０ページまでと併せてご覧ください。 

申請地は公共施設整備済区域内にあり、農地区分は「第２種」になります。

農地転用の許可基準は、「代替可能性勘案の必要なし」に該当します。申請

者は、中古車販売業を営んでおり、申請地から市道を挟んだ西側にある実家

を事務所として使用しています。これまで中古車は、鷹栖地区の借地を利用

し駐車していましたが、この度、返還を求められ、新たに申請地で事業用の

駐車場を計画しています。 

 

（議案書番号３朗読） 

 

別添資料の１１ページから１５ページまでと併せてご覧ください。 
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申請地は、 ㏊10 以上の一団の農地の区域内にあり、農地区分は「第１種」

になります。農地転用の許可基準は、「隣接する土地との一体利用」に該

当します。申請者は、店舗兼事務所の近郊の空き家敷地を活用して、モデ

ルハウスを計画しています。面積が不足するため、隣接農地を活用します。 

以上でございます。ご審議をお願いいたします。 

 

議　　長　　　ただ今、事務局より説明のありました「議案第２４号」につきまして、

ご質問等がありましたら挙手願います。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　源通委員、どうぞ。 

 

源通委員　　　１番について、場所は砺波西廻りバイパスのすぐそばにあり、交通の便

や商業施設が近郊に多いなどいろいろと条件の良い場所です。注文住宅の

分譲地の造成を全部で３３区画計画しています。出町小学校校区で住宅用

地の問い合わせが多く需要があるため今回の申請となりました。ご承認よ

ろしくお願いします。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　松原委員、どうぞ。 

 

松原委員　　　３番について、６月の総会で農振除外の審議をいただいた案件です。事

業所に近い宅地にモデルハウスを建築する際に面積が不足することから、

隣接する面積の小さい農地を取得し一体利用するものです。ご承認よろし

くお願いします。 

 

川邉委員　　　２番について、今回の申請地に隣接する農地について、申請地の下側に 
（議長）　　農地がありますが、下側に水が入るように東側から取り入れ水路を設け、

整備される予定です。また、排水については、北西の道路淵に排水があり、

そちらの方に流れるように排水対策をとります。土地改良区、用水土地改

良区、隣接農業者等関係者の了解を得ておりますので、ご承認よろしくお

願いします。 

 

議　　長　　　他にご質問等はございませんか。 

ご質問等がないようですので、採決を行います。 

ただ今の「議案第２４号」につきまして、賛成の方は挙手願います。 
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（全員挙手） 

 

議　　長　　　全員挙手につき、本件は原案どおり可決いたします。 

続きまして「議案第２５号　相続税の納税猶予に関する適格者証明につ

いて」事務局より説明願います。 

 

事 務 局　　　議案書の４ページをお願いします。 

相続税の納税猶予制度は、亡くなった所有者が耕作していた、又は利用

権設定等により貸し付けしていた農地について、農地として終身利用する

ことを条件に相続税の納税が猶予されるものです。制度の適用を受けるた

めには、農業委員会から交付される相続税の納税猶予に関する適格者証明

書を添付して税務署に申告し、審査を受ける必要があります。 

この議案は、制度の適用条件である対象農地が所有者により耕作されて

いた、又は利用権設定等により貸し付けされていたか等について確認し、

証明してよろしいか伺うものです。 

 

（議案書全件朗読） 

 

提出された書類を審査し、確認いたしましたところ、記載事項に誤りは

なく、相続税の納税猶予適格者であると考えられます。 

以上でございます。ご審議をお願いいたします。 

 

議　　長　　　ただ今、事務局より説明のありました「議案第２５号」につきまして、

ご質問等がありましたら、挙手願います。 

 

委　　員　　（「はい」の声あり） 

 

議　　長　　　堀田委員、どうぞ。 

 

堀田委員　　　今回は市街地に近い農地についてですが、例えば自分のように市街地か

ら遠い農地を所有し耕作を委託している場合でも亡くなったときにこの

制度の適用を受けることができるのでしょうか。また、納税猶予はいつま

で猶予されるものでしょうか。相続人が亡くなるまで猶予されるのでしょ

うか。 

 

事 務 局　　　適切に利用権設定の手続きがされ、耕作されている農地であれば制度を

利用できます。ただ、たいていの方は相続税がかかるまでの評価額にはな
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らないことが多いです。市街地の方だと農地以外の宅地等と評価額を合わ

せたら相続税が課税される額を超える場合が多く、納税猶予制度を使われ

ることが多いような傾向があります。 

納税の猶予期間については、相続された方が農地として使い続ければ猶

予され続け、亡くなるまでその状態が継続されれば猶予されていた相続税

の納税が免除となります。ただし、途中で宅地に転用するなど農地として

利用されなくなる場合は、その時点で猶予されていた相続税を納税するこ

ととなります。 

 

議　　長　　　他にご質問等はございませんか。 

ご質問等がないようですので、採決を行います。 

ただ今の「議案第２５号」につきまして、賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

議　　長　　　全員挙手につき、本件は原案どおり可決いたします。 

続きまして、報告事項に入ります。 

報告第１号から報告第２号について、事務局より説明願います。 

 

事 務 局　　（報告第１号・第２号説明） 

 

議　　長　　　ただ今報告を受けた報告内容についてご意見・ご質問等はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

議　　長　　　ご質問等がないようですので、報告事項につきましては、以上とさせて

いただきます。 

これで、総会に付議されたすべての案件の審議を終了しました。 

これにて閉会いたします。 

 

 

 

（閉会１４：２５） 

 


